


は じ め に 
 

社会情勢や国民の意識の急激な変化に伴い、いじめ、不登校、児童虐待、ＳＮＳをは 

じめとするインターネットによる誹謗中傷など、人権問題は深刻かつ複雑な状況が見ら 

れるとともに、新たな人権問題への対応も必要となってきています。人権教育を進める 

上で大切なことは、知識の習得だけではなく、日常生活の中で人権問題を直感的に捉え、

人権への配慮が態度や行動に現れる人権感覚を育て、人権尊重の精神を養うことであり 

ます。そのような人権感覚は、幼児児童生徒が学習に主体的に取り組むことを通して培 

われ、また、自他を尊重する学習環境の中で身に付いていくものです。 

宮崎県では、お互いの人権を尊重し合い、あらゆる差別を解消し、誰もが自分らしく 

生きていける平和で豊かな社会の実現を目指して、令和４年３月に「宮崎県人権尊重の 

社会づくり条例」を制定しました。この条例の前文には、現実には、「同和問題をはじ 

め、様々な人権問題等が存在しており、インターネットによる人権侵害等、社会情勢の 

変化に伴い新たに取り組むべき人権問題も生じている」とあります。また、同年 12 月 

には、「生徒指導提要」が 12 年ぶりに改訂され、この中で、生徒指導の実践上の視点 

の一つとして、安全・安心な風土の醸成が挙げられています。「児童生徒一人一人がお 

互いの個性や多様性を認め合い、安心して授業や学校生活が送れるような風土を、教職 

員の支援の下で、児童生徒自らがつくり上げるようにすることが大切」と述べられてい 

ます。 

令和５年４月には、子どもが差別されない、子どもの意見が尊重されるなどの権利を 

謳った「こども基本法」の施行、また、同年６月には、多様な性について理解を深める 

ための「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進 

に関する法律」が施行されるなど、今後もさらに、あらゆる人権に配慮していくことが 

必要になっています。県教育委員会においても、同年６月に策定した「宮崎県教育振興 

基本計画」の中で、基本目標１に「多様性を認め合い、一人一人を大切にする教育の推 

進」を設定し、さらに施策１において「いのちと人権を守り、豊かな心を育む教育の推 

進」を掲げ、人権教育に取り組んでいます。 

さらに、令和 6 年 3 月には、宮崎県人権尊重の社会づくり条例に基づき、現在の人権 

問題に的確に対応し、本県の人権施策を総合的に推進するため、「宮崎県人権施策基本 

方針」を策定するとともに、「宮崎県人権教育基本方針」を改定しています。 

本資料を積極的に活用していただき、全教職員が自分自身の人権感覚を磨くとともに、

各学校の実態や児童生徒の発達段階に応じた人権教育の取組の充実や指導力等の向上に 

役立てていただきますようお願いします。 

 

令和６(2024)年 10 月 

宮崎県教育委員会 
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